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児
童
扶
養
手
当に

つ
い
て

特
別
児
童
扶
養
手
当

に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
な
い
児
童
や
、
父
母
が
政
令
で
定
め
る
程
度
の

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に

育
成
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
児
童
を
監
護
し

て
い
る
父
ま
た
は
母
や
、
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
※
所
得
制
限
あ
り
。

【
現
況
届
の
お
知
ら
せ
】

　
手
当
を
受
け
て
い
る
方（
支
給
停
止
の
方
を
含
む
）

は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
こ

れ
は
、
手
当
の
受
給
資
格
を
審
査
す
る
も
の
で
、	

こ
の
届
を
提
出
し
な
い
と
11
月
分
以
降
の
手
当
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
２
年
間
、
こ
の
届
が
未

提
出
で
す
と
、
受
給
権
が
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。

受
付
期
間		

８
月
１
日（
木
）～
８
月
30
日（
金
）

	

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

	

（
土
・
日
・
振
休
は
除
く
）

	

※		

８
月
13
日（
火
）は
、
町
民
税
務
課

の
み
午
後
７
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
場
所	

町
民
税
務
課
、
今
庄
事
務
所
、

	

河
野
事
務
所

■
問
合
せ
　
町
民
税
務
課
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７
７
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特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い
を
有
す
る
児
童
を
監
護

し
て
い
る
父
ま
た
は
母
や
、
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
所
得
制
限
あ
り
。

【
所
得
状
況
届
の
お
知
ら
せ
】

　
手
当
を
受
け
て
い
る
方（
支
給
停
止
の
方
を
含
む
）

は
、
毎
年
、
所
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
こ

れ
は
、
手
当
の
受
給
資
格
を
審
査
す
る
も
の
で
、	

こ
の
届
を
提
出
し
な
い
と
８
月
分
以
降
の
手
当
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
２
年
間
、
こ
の
届
が
未

提
出
で
す
と
、
受
給
権
が
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。

受
付
期
間		

８
月
９
日（
金
）～
９
月
11
日（
水
）

	

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

	

（
土
・
日
・
振
休
は
除
く
）

	

※		

８
月
13
日（
火
）は
、
町
民
税
務
課

の
み
午
後
７
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
場
所	

町
民
税
務
課
、
今
庄
事
務
所
、

	

河
野
事
務
所

■
問
合
せ
　
町
民
税
務
課

　
　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

通
学
路
に
面
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
除
却
費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す

　
町
で
は
、
通
学
路
に
面
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
な
ど
に

よ
る
事
故
を
未
然
に
防
止
し
、
児
童
生
徒
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等（
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
石
塀
、
れ
ん
が
塀
お
よ

び
こ
れ
に
類
す
る
塀
）の
除
去
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

補
助
対
象	

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の

▪	

通
学
路
に
面
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ
が

　
２・２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

▪	

通
学
路
に
面
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ
が

　

	

１・
２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
、
控
え
壁
が
３・４
メ
ー

ト
ル
以
内
の
間
隔
で
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の

対
象
者

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①	

補
助
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
所
有
し
、
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除
却

（
全
部
を
解
体
、
撤
去
ま
た
は
改
修
）を
行
う
個
人
ま
た
は
法
人

②	

町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

補
助
金
額	

　
次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
の
３
分
の
２（
上
限
20
万
円
）

▪
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
工
事
に
要
す
る
経
費

▪
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
総
延
長
に
８
０
、０
０
０
円
を
乗
じ
た
額

※
県
産
材
を
利
用
し
た
再
設
置
は
、
上
限
60
万
円

申
請
方
法	　
教
育
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
教
育
委
員
会
事
務
局
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